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自己紹介

製薬会社で直接材の購買を15年

デジタルITは専門ではないが、とりあえず調べる、聞くで知見を深める

目の前の課題に、まずは「いっぽすすむ」

趣味：カメラ、旅、飲み食い、城、走る歩く

ちなみに、お化け屋敷、ミステリーは好きでも嫌いでもない
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目次
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電帳法

インボイス制度

購買/調達がやっておくと良さそうなこと
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電帳法の改正とインボイス制度 タイムライン
2021 2022 2023

電子帳簿保存法

1月1日
改正電帳法の施行

12月31日
猶予期間終了

猶予期間終了まで

16か月

インボイス制度

10月1日
適格請求書発行
事業者登録申請の
受付開始

3月31日
2023年10月1日から
登録を受けるため
の登録申請手続き
期限

10月1日
インボイス制度適
用開始

適用開始まで

13か月

猶予期間
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電帳法の猶予適用条件「やむを得ない事情」

事情」から「システム・ワークフロー整備」以外の事情を排除しているに過ぎず、「システム・ワークフロー整備が困難」とは何かについては言及はしていません。し

所轄税務署長が「やむを得ない事情がある」と認める

• 「やむを得ない事情」とは、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係るシステ
ム等や社内でのワークフローの整備未済等、保存要件に従って電磁的記録の保存を行
うための準備を整えることが困難であることをいう。（2021/12/27 国税庁通達）

税務署から当該電磁的記録の出力書面の提示、又は提示の求めに
応じることができる

• PDF等の電子データで受領した請求書等の書類を税務署から提示するよう求められた際、
紙面に印刷した状態で提示できる状態にある場合。
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電帳法 電子帳簿保存法の略

電帳法は1998年に成立した国税関係の帳簿類や証憑類の全部、または一部
を電子データで保存することを認める法律
⇒しかし、ルールや要件が
厳しすぎて、20年経っても
導入している企業は少ない
⇒煩雑な事務作業IT技術を使って
効率化するために定められた法律
なのに

インボイス制度と絡めて、
今回は本気！

引用：国連の経済社会局（UNDESA）
2020年発表「世界電子政府ランキング」 6



電帳法 2022年改正

引用：勘定奉行HP

購買・調達業務ではサプライヤーから受領する
見積書、契約書、請求書、納品書。
注文書や注文請書などが対象となる。

FAXをロール紙出力していれば対象外となるが、
複合機を活用してデータ保存していれば、
電子取引。

実業務としては、インボイス制度も絡み、
電帳法対応しないと「仕入税額控除」の適用が
受けられない。

避けては通れない。
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電子帳簿の保存要件の概要

引用：国税庁パンフレット 電子帳簿保存法が改正されました 国税庁リンク先

「真実性の確保」
・訂正削除ができない
・タイムスタンプの付与
・訂正削除を防止する規定を定め、運用する

「可視性の確保」
・検索機能を確保できるシステム
・検索できる仕組み

３つの検索項目
①日付 ②取引先名称 ③取引金額

税務調査時に適切かつ迅速に対応できる
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https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf


国税関係帳簿・書類の要件緩和

事前承認制度の廃止

• 電子データ保存・スキャ
ナ保存を導入する場合、
原則3ヶ月前までに税務
署長などへ申請し、承認
を受ける必要あり⇒廃止

• いつでも始められる

システム要件緩和と優良
保存認定制度の新設

• 簿記の正規原則⇒に
従って記録されており、最
低3つの要件を満たせば、
電子データ保存が認めら
れることになりました。

検索項目を「日付」「取引
金額」「取引先」に限定

• スキャナ保存については、
税務職員による質問検
査権に基づくダウンロード
の求めに応じる場合、検
索要件の中の「日付／
金額の範囲指定により検
索できること」「2つ以上の
任意の項目を組み合わ
せて検索できること」が不
要になります。

簿記の正規原則：企業が行うすべての取引、つまり、資産、負債、資本、収益及び費用の変動や発生を完全に把握かつ網羅し、
組織的かつ体系的に帳簿に記録することを意味します 9



国税関係帳簿・書類の要件緩和

適正事務処理要件の

廃止

• 定期検査に必要だった原
本（紙書類）が不要となり、
スキャン後すぐに廃棄する
ことができるようになります。
また、2名以上で対処しな
ければいけない事務処理
も、今後は1名での実施
が認められるようになりま
す。

スキャナ保存の

タイムスタンプ要件緩和(1)

• スキャナ保存は、これまで
「受領者が自署」した上
で「3営業日以内にタイム
スタンプ付与」が必要でし
たが、今後は「自署不
要」「最長約2ヶ月と概ね
7営業日以内にタイムスタ
ンプ付与」に変更されます。

スキャナ保存の

タイムスタンプ要件緩和(2)

• 「データの修正や削除の
履歴が残る、または修正
や削除ができない」「入力
期限内にデータを保存し
たことが確認できる」といっ
た機能を持つクラウドサー
ビス等を使用する場合、
タイムスタンプも不要になり
ます。
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引用：国税庁パンフレット 電子帳簿保存法が改正されました 11



インボイス制度

2019年10月1日から消費税において
標準税率10%と軽減税率8%の複数税率が
採用されたことに対応するもので、
それぞれの税率に対応した税額を
正確に求めるために、インボイス制度が
導入されることになった。

税務署
適格請求書

発行事業者

仕入税額

控除OK

登録されてい
ない事業者

仕入税額

控除不可

←登録申請
登録番号通知→

請求書発行企業 請求書受領企業

インボイス

従来の請求書
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仕入税額控除

引用：国税庁 適格請求書等保存方式の概要インボイス制度の理解のために 国税庁リンク

あなたの会社

仕入先 販売先

税務署

消費税
1,000円

納税 1,000-200円=800円

消費税
200円

仕入税額控除を受けないと200円は
返ってこない→400円の税負担増
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf


適格請求書等保存方式の概要

適格請求書とは
「売手が、買手に対して正確な適用税率や消
費税額等を伝えるための手段」であり、登録番
号のほか、一定の事項が記載された請求書

適格請求書発行事業者
税務署長の登録を受けた事業者に限られる
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税率ごとに区分した消費税額の端数処理
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インボイス制度 売手の留意点
適格請求書発行事業者には、原則以下の義務は課されます。

適格請求書の交付

適格返還請求の交付

修正した適格請求の交付

写しの保存
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引用：国税庁 適格請求書等保存方式の概要
インボイス制度の理解のために
国税庁リンク
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf


インボイス制度 買手の留意点

適格請求書の7年間保存

適格請求書発行以外のものから行った課税仕入は、

原則として仕入税額控除の適用を受けることができない。

あなたの仕入先は
適格請求書発行事業登録を
済ませている？
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事前準備の基本項目チェックシート

引用：国税庁 適格請求書等保存方式の概要
インボイス制度の理解のために
国税庁リンク
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf


事例紹介

見積書

クラウドシステム

大きな課題なし

注文書/

注文請書

FAX→メール

OCR活用→デー
タ保管

OCR読取精度難
あり

手入力併用

注文書様式変更

納品書

メール受領

OCR活用→デー
タ保管

OCR読取精度難
あり

手入力多様

請求書

クラウドシステム

OCR＋人による読
取

大きな課題なし

インボイス対応へ
の準備
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何もしない恐怖

電帳法で残業が増える

国税監査対応で大わらわ

サプライヤーがインボイス制度未対応発覚

仕入税額控除が受けられず、会社の損失産出

電帳法 不適切対応で重加算税10%
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購買/調達がやっておくと良さそうなこと

自社の電帳法の対応方針を確認する

自社のインボイス制度への対応方針を確認する

自部門の業務の手順化、必要に応じて見直しをしておく

自部門に適したシステム導入の検討

仕入先の適格請求書発行事業への登録意思や手続き状況

電帳法対応による自部門の負担増の有無を検証しておく

これを機に自部門業務のペーパーレス・デジタル化を検討する
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何もしない

それはあなたが“恐怖”を助長しているのかもしれません
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